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令和３年度財政健全化判断比率及び資金不足比率の 

審査意見について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項並びに同法第２２条

第１項の規定により、審査に付された令和３年度健全化判断比率及び資金不足

比率を審査したので、次のとおり意見を提出する。 



－１－ 

１．審査の期間

令和４年８月１日（月）１日間 

２．審査の方法 

法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか、また算定を行う場合におい

て公正な判断が行われているかに主眼を置き、所管課からの説明を求めて、審査を

実施した。 

３．健全化判断比率の状況 

令和３年度の健全化判断比率は、以下のとおりである。 

健全化判断比率のいずれかが「早期健全化基準」以上の場合は、自主的な健全化

を図るため財政健全化計画を定めなければならない。 

① 実質赤字比率の状況 

「実質赤字比率」とは、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模（地

方公共団体において標準的に収入が見込まれる経常的一般財源の規模で、大郷町は

令和３年度 3,196,621 千円）に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早

期解消を図る必要がある。 

令和３年度一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じなかったため、

実質赤字比率は該当しなかった。 

大　郷　町 早期健全化基準 財政再生基準

赤字なし 15.0% 20.0%

赤字なし 20.0% 30.0%

8.4% 25.0% 35.0%

- 350.0% ―

うち臨時財政対策債発行可能額

区　　分

標　準　財　政　規　模

健全化判断比率の状況（令和３年度）

3,196,621千円

150,687千円

実 質 赤 字 比 率

連結 実質 赤字 比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

①実質赤字比率の状況

会　　　計　　　名 実質収支額

一 般 会 計 527,069千円

標 準 財 政 規 模 3,196,621千円

実 質 赤 字 比 率 △16.48%
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②連結実質赤字比率の状況

「連結実質赤字比率」とは、公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額

（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には

問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要がある。 

令和３年度一般会計等の実質赤字及び公営企業会計の資金不足はいずれも生じな

かったため、連結実質赤字比率は該当しなかった。 

③実質公債費比率の状況 

「実質公債費比率」とは、一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模

に対する比率（過去３カ年の平均）であり、18.0％を超えると起債の許可が必要と

なり、25.0％を超えると一部の起債発行が制限される。 

令和３年度の実質公債費比率は 8.4％であり、前年度（8.8％）より 0.4 ポイント

ほど下回っている。 

②連結実質赤字比率の状況
単位：千円

実質収支額

一般会 計等 一 般 会 計 527,069

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 39,706

介 護 保 険 特 別 会 計 23,862

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 458

資金不足・剰余額

法適用 企業 水 道 事 業 会 計 290,538

下 水 道 事 業 特 別 会 計 6,129

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 2,903

戸 別合併処理浄 化槽 特別 会計 10,007

宅 地 分 譲 事 業 特 別 会 計 0

900,672

3,196,621

        -

合 計

標 準 財 政 規 模

連 結 実 質 赤 字 比 率

会　　　計　　　名

公 営企 業に
係 る 以 外の
特 別 会 計

会　　　計　　　名

法非適用
企　　　業

③実質公債費比率の状況

区　　分
実質公債費比率
（３カ年平均）

令和元年度 8.66174%

令和２年度 8.30708% ＝

令和３年度 8.43440%

実質公債費比率
（単年度）

8.4%
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④将来負担比率の状況 

「将来負担比率」とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規

模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうか

を示すストック指標である。この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支

払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性

が高くなる。 

第三セクターの負債額については、債務保証していないので算入されない。 

令和３年度の将来負担比率は、充当可能財源が将来負担額を上回っているため、

将来負担比率は昨年度同様、該当しなかった。 

④将来負担比率の状況

将来負担額 単位：千円

地方債の現在高

債務負担行為に基づく支出予定額

公営企業債等繰入見込額

組合等負担等見込額

退職手当負担見込額

第三セクター等の負債額等の負担見込額

連結実質赤字額

組合連結実質赤字額負担見込額

充当可能財源等 単位：千円

充当可能基金

充当可能特定歳入

　　 うち都市計画税

基準財政需要額算入見込額

合　　　計

合　　　計

将来負担額

標準財政規模
―

算入公債費等の額

3,196,621 350,528

7,502,383
―

充当可能財源等

7,872,198

＝
-

将来負担比率

＝

-369,815

2,846,093

7,872,198

5,532,089

0

960,080

405,495

604,719

0

0

0

7,502,383

3,235,867

474,141

0

4,162,190
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４．資金不足比率の状況 

「資金不足比率」とは、各公営企業会計の「資金不足額」の事業の規模に対する

比率であり、経営健全化基準（20.0％）以上となった場合には、経営健全化計画を

定めなければならない。 

「資金不足額」は、地方公営企業法適用企業では１年以内に支払うべきもの（流

動負債）の額が１年以内に換金できるもの（流動資産）の額を超える場合、その額

（不良債務）を基本に算定する。地方公営企業法非適用企業では、一般会計等の実

質赤字額と同様に算定する。 

「事業規模」は、営業収益（使用料・手数料等）に相当する額から受託工事収益

に相当する額を引いて算定する。 

令和３年度においては、資金不足が生じた公営企業会計がないため、資金不足比

率は該当しなかった。 

５．審査の結果及び意見 

財政健全化判断比率である実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、実質収支額が

5 億 2706 万 9000 円となり、赤字でないことから算出されない。また、実質公債費

比率（３カ年平均）は前年対比 0.4％減の 8.4％となった。早期健全化基準を下回る

結果ではあるが、引き続き、適正な償還金を見据えた町債発行を行い、適正水準の

維持に努められたい。将来負担比率についても、充当財源等が将来負担額を上回っ

ているため、算出されない。 

また、財政健全化法では、公営企業会計に資金不足比率を設定している。水道事

業会計において、資金不足比率は流動資産合計が流動負債合計より多いことにより

該当しない。 

本町の各指標は良好であるといえる。しかしながら、今後ますます、少子高齢化

の進行や過疎化が進むことで、自主財源の減少が予想される。また、公共施設等の

長寿命化に向けた事業等が増大することを鑑みると、財政の逼迫が予想される。経

済的かつ効率的な行財政運営を図り一層の財政健全化に努められたい。 

事業規模 資金不足額 資金不足率 経営健全

(A) (B) (B)／(A) 化 基 準

法適用企業 水 道 事 業 会 計 203,474千円 ― ―

下 水 道 事 業
特 別 会 計

49,940千円 ― ―

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計

5,731千円 ― ―

戸 別 合 併 処 理
浄 化 槽 特 別 会 計

21,191千円 ― ―

宅 地 分 譲
事 業 特 別 会 計

73,016千円 ― ―

特 別 会 計 の 名 称

法非適用
企　　業

20.0%

資金不足比率の状況


